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議第２号 

 

   瑞浪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 瑞浪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

   瑞浪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例 

 瑞浪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第３２号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第４号

中「第２条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第５号中「第２条

第１４項」を「第２条第１５項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

  

-1-



議第３号 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について 

  

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を

次のように制定するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例 

（瑞浪市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２０

号）の一部を次のように改正する。 

附則第３条第３項及び第４項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

 （瑞浪市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市職員の分限に関する条例（昭和２９年条例第３９号）の一部

を次のように改正する。 

  第５条第１項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（瑞浪市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

 第１８条の２第３号及び第４号並びに第１８条の３第１項第１号及び第

５項第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

（瑞浪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正） 

第４条 瑞浪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和

３９年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 
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  第６条第１号中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。 

（瑞浪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第５条 瑞浪市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４

１年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例によ

る。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前

の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは 

廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、 

当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７

号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑

法（明治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）

第１２条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。

以下この項において同じ。）又は旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「

禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において同じ。）又は

旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれると

きは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じ

くする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 

第３条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従

前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しく

は廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規

定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた

者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられ

た者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者と

みなす。 
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 （瑞浪市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例の

施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき

起訴をされた者は、第３条の規定による改正後の瑞浪市職員の給与に関す

る条例第１８条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第５項（第

３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められて

いる罪につき起訴をされた者とみなす。 
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議第４号 

 

   瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

 瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

瑞浪市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（瑞浪市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第１９号）の一部

を次のように改正する。 

第９条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（扶養手当）」を付

し、同条第２項第１号を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第３号

から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同条第３項中「月額は」の次に「、

前項第１号に該当する扶養親族（次項において「扶養親族たる子」という。

）については１人につき１３，０００円」を加え、「前項第１号及び第３

号から第６号まで」を「同項第２号から第５号まで」に改め、「、同項第

２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については

１人につき１０，０００円」を削り、同条第４項中「（以下「特定期間」

という。）」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改め、同条に次

の１項を加える。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改

定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市の規則で定める。 

  第１０条を次のように改める。 

第１０条 削除 
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第１１条第１項第１号中「有料の道路（以下この項から第３項まで」を 

「有料の道路（以下この条」に改め、同条第２項第１号中「という。）。」 

を「という。）」に改め、同号ただし書を削り、同項第３号中「（１か月

当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５５，０００円を超

えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給

単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

額）」を削り、同条第３項中「（第１号及び次項」を「（第１号、次項及

び第５項」に改め、同項第１号を次のように改める。 

（１） 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単

位期間につき、市の規則で定めるところにより算出した当該職員の支

給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第５項にお

いて「特別料金等相当額」という。） 

第１１条第４項中「職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開

発金融公庫の予算及び決算に関する法律（昭和２６年法律第９９号）第１

条に規定する公庫その他その業務が国、県若しくは市の事務若しくは事業

と密接な関連を有する法人のうち市の規則で定めるものに使用される者（

以下「職員以外の地方公務員等」という。）であった者から引き続き給料

表の適用を受ける職員となった者」を「新たに給料表の適用を受ける職員

となった者」に改め、同条中第８項を第９項とし、第５項から第７項まで

を１項ずつ繰り下げ、第４項の次に次の１項を加える。 

５ 運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が

２以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額及

び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（新幹線

鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）の合計額が１５０，

０００円を超える職員の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、

当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に

つき、１５０，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とす

る。 

第１１条の２第１項中「同居していた配偶者」の次に「（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を加え、

同条第３項中「職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の
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適用を受ける職員となり、これ」を「新たに給料表の適用を受ける職員と

なったこと」に改め、「（任用の事情等を考慮して市の規則で定める職員

に限る。）」を削る。 

第１７条の２第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２

項中「週休日等以外の日の午前０時から」を「午後１０時から翌日の」に 

改め、「午前５時までの間」の次に「（週休日等に含まれる時間を除く。） 

」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第３項各号列記以

外の部分中「定める額」の次に「（前２項に規定する勤務に従事する時間

等を考慮して市の規則で定める勤務をした職員にあってはその額に１００

分の１５０を乗じて得た額）」を加え、同項第１号中「（当該勤務に従事

する時間等を考慮して市の規則で定める勤務をした職員にあっては、それ

ぞれの額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。 

第１９条の３第２項中「第３項、第４項」を「第３項及び第４項」に、

「、第９条、第１０条及び第１５条の３」を「並びに第９条」に改め、同

条第３項中「、第１０条、第１１条の２及び第１５条の３」を「及び第１

１条の２」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

行政職給料表一                      （単位：円） 

職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

１ 183,500 230,000 265,300 298,800 321,300 355,200 408,300

２ 184,600 231,500 266,300 300,300 323,100 356,900 410,200

３ 185,800 233,000 267,300 301,800 324,900 358,500 412,100

４ 186,900 234,500 268,300 303,200 326,600 360,100 413,900

５ 188,000 236,000 269,300 304,600 328,300 361,700 415,700

６ 189,700 237,500 270,300 305,700 330,000 363,500 417,500

７ 191,300 239,000 271,300 306,700 331,700 365,000 419,300

８ 192,900 240,500 272,300 307,900 333,400 366,600 421,100

９ 194,500 242,000 273,300 309,100 335,000 368,000 422,700

10 196,200 243,400 274,300 310,700 336,700 369,600 424,200
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11 197,800 244,800 275,300 312,300 338,400 371,200 425,700

12 199,400 246,200 276,400 313,900 340,000 372,700 427,200

13 201,000 247,400 277,400 315,400 341,500 374,600 428,700

14 202,700 248,600 278,700 317,000 343,100 376,500 430,000

15 204,400 249,800 280,000 318,600 344,700 378,400 431,300

16 206,100 251,000 281,200 320,200 346,200 380,200 432,500

17 207,400 252,100 282,500 321,700 347,600 381,700 433,700

18 209,000 253,200 283,800 323,400 349,300 383,500 435,000

19 210,600 254,300 285,000 325,000 350,900 385,200 436,300

20 212,100 255,400 286,200 326,600 352,500 386,800 437,500

21 213,600 256,400 287,300 328,000 353,700 388,500 438,700

22 215,200 257,400 288,500 329,700 355,200 389,900 439,500

23 216,800 258,400 289,800 331,400 356,700 391,300 440,300

24 218,400 259,400 291,100 333,000 358,200 392,700 441,100

25 220,000 260,400 292,400 334,200 359,900 394,100 441,700

26 221,700 261,300 293,400 336,100 361,700 395,300 442,300

27 223,000 262,200 294,400 337,800 363,400 396,500 442,900

28 224,300 263,100 295,500 339,400 365,100 397,500 443,500

29 225,600 263,900 296,600 340,900 366,500 398,600 444,200

30 226,700 264,700 297,800 342,500 367,800 399,800 445,000

31 227,800 265,500 298,900 344,100 369,000 400,900 445,400

32 228,900 266,300 300,100 345,700 370,400 402,000 446,100

33 230,000 267,000 301,300 347,400 371,500 402,700 446,600

34 231,100 267,800 302,600 349,200 372,400 403,400 447,000

35 232,200 268,600 303,900 351,000 373,400 404,100 447,400

36 233,300 269,300 305,200 352,800 374,500 404,800 447,800

37 234,400 270,000 306,500 354,300 375,300 405,400 448,200

38 235,400 270,800 307,800 355,700 376,200 406,000 448,600

39 236,400 271,600 309,100 357,100 377,100 406,500 449,000

40 237,300 272,300 310,400 358,500 377,900 406,900 449,300

41 238,200 273,000 311,700 360,000 378,700 407,300 449,600
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42 239,100 273,800 313,000 360,800 379,500 407,500 450,000

43 239,900 274,600 314,300 361,800 380,300 407,800 450,300

44 240,700 275,300 315,400 362,800 381,000 408,100 450,600

45 241,400 276,000 316,300 363,700 381,700 408,400 450,900

46 242,000 276,700 317,600 364,800 382,400 408,700

47 242,600 277,400 318,900 365,700 383,100 409,000

48 243,200 278,100 320,200 366,700 383,800 409,300

49 243,800 278,800 321,400 367,600 384,300 409,500

50 244,400 279,500 322,700 368,300 384,900 409,800

51 245,000 280,200 323,900 369,000 385,500 410,100

52 245,500 280,900 325,100 369,600 386,200 410,400

53 246,000 281,500 326,400 370,000 386,600 410,600

54 246,400 282,200 327,500 370,600 387,200 410,900

55 246,700 282,800 328,600 371,300 387,800 411,200

56 247,000 283,500 329,700 372,000 388,300 411,500

57 247,300 284,100 330,400 372,300 388,700 411,700

58 247,600 284,800 331,300 373,000 389,300 412,000

59 247,900 285,400 332,000 373,700 389,900 412,300

60 248,200 286,100 332,800 374,300 390,400 412,500

61 248,500 286,700 333,600 374,600 390,800 412,700

62 248,800 287,400 334,000 375,100 391,300 413,000

63 249,100 288,000 334,600 375,700 391,800 413,300

64 249,400 288,500 335,300 376,300 392,400 413,500

65 249,700 289,000 336,100 376,600 392,700 413,700

66 250,000 289,600 336,800 377,200 393,100 414,000

67 250,300 290,100 337,500 377,900 393,500 414,300

68 250,600 290,700 338,100 378,500 393,900 414,500

69 250,900 291,200 338,600 378,900 394,200 414,700

70 251,200 291,700 339,200 379,400 394,500 415,000

71 251,500 292,300 339,700 380,000 394,800 415,300

72 251,800 292,900 340,300 380,500 395,000 415,500

-9-



73 252,100 293,400 340,600 381,000 395,200 415,700

74 252,400 293,900 341,100 381,600 395,500

75 252,700 294,300 341,500 382,100 395,800

76 253,000 294,600 341,900 382,400 396,000

77 253,300 294,800 342,300 382,800 396,200

78 253,600 295,100 342,800 383,300 396,500

79 253,900 295,300 343,300 383,700 396,800

80 254,200 295,600 343,800 384,100 397,000

81 254,500 295,800 344,100 384,500 397,200

82 254,800 296,000 344,500 385,000 397,500

83 255,100 296,300 344,900 385,400 397,800

84 255,400 296,500 345,300 385,800 398,000

85 255,700 296,800 345,600 386,100 398,200

86 256,000 297,100 346,000

87 256,300 297,400 346,400

88 256,600 297,700 346,800

89 256,900 298,000 347,000

90 257,200 298,300 347,400

91 257,500 298,600 347,800

92 257,800 299,000 348,200

93 258,100 299,200 348,400

94 299,400 348,800

95 299,700 349,200

96 300,100 349,500

97 300,300 349,800

98 300,600 350,200

99 301,000 350,600

100 301,400 351,000

101 301,600 351,500

102 301,900 351,900

103 302,200 352,300
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104 302,500 352,700

105 302,700 353,200

106 303,000 353,600

107 303,300 353,900

108 303,600 354,200

109 303,800 354,700

110 304,200

111 304,600

112 304,900

113 305,100

114 305,300

115 305,600

116 306,000

117 306,200

118 306,400

119 306,700

120 307,000

121 307,400

122 307,600

123 307,900

124 308,200

125 308,500

定年前再任 

用短時間勤

務職員 

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700

別表第２（第３条関係） 

行政職給料表二              （単位：円） 

職員の区分 
職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再任

用短時間勤

１ 185,700 227,700 247,600 280,400 308,100

２ 187,400 228,500 248,700 281,100 309,500
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務職員以外

の職員 

３ 189,100 229,300 249,700 281,800 310,800

４ 190,800 230,100 250,700 282,500 312,000

５ 192,500 230,800 251,700 283,100 313,000

６ 194,200 231,600 252,900 283,700 314,200

７ 195,800 232,400 254,000 284,300 315,400

８ 197,400 233,200 255,000 284,900 316,500

９ 199,000 234,000 256,100 285,500 317,600

10 200,500 234,700 257,100 286,100 318,700

11 202,000 235,400 258,000 286,700 319,800

12 203,500 236,100 258,500 287,200 320,900

13 205,000 236,800 259,100 287,700 321,900

14 206,500 237,400 259,500 288,200 323,000

15 208,000 238,000 259,900 288,700 324,100

16 209,500 238,600 260,400 289,100 325,200

17 211,000 239,200 260,900 289,500 326,200

18 212,400 239,800 261,400 289,900 327,300

19 213,800 240,400 261,900 290,300 328,400

20 215,200 240,900 262,500 290,700 329,400

21 216,600 241,400 263,300 291,100 330,400

22 217,700 241,900 263,900 291,500 331,400

23 218,800 242,400 264,500 291,900 332,400

24 219,900 242,900 265,300 292,300 333,400

25 220,900 243,400 266,100 292,700 334,400

26 221,800 243,900 266,800 293,100 335,300

27 222,700 244,300 267,400 293,500 336,400

28 223,600 244,800 268,200 293,900 337,400

29 224,500 245,400 269,000 294,300 338,400

30 225,300 245,900 269,700 294,800 339,400

31 226,100 246,400 270,400 295,300 340,400

32 226,900 246,800 271,100 295,800 341,300

33 227,700 247,200 271,800 296,300 342,200
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34 228,400 247,700 272,500 296,800 343,100

35 229,100 248,200 273,200 297,300 344,000

36 229,800 248,600 273,900 297,800 344,900

37 230,500 249,000 274,600 298,300 345,800

38 231,100 249,500 275,300 299,000 346,800

39 231,700 250,000 275,900 299,600 347,800

40 232,300 250,400 276,500 300,300 348,700

41 233,000 250,800 277,000 300,900 349,600

42 233,500 251,300 277,500 301,500 350,500

43 234,000 251,800 278,000 302,100 351,400

44 234,500 252,200 278,500 302,600 352,200

45 235,000 252,600 279,000 303,100 353,000

46 235,400 253,000 279,500 303,700 353,800

47 235,800 253,400 280,000 304,300 354,600

48 236,200 253,800 280,400 304,900 355,300

49 236,600 254,200 280,800 305,500 356,000

50 236,900 254,600 281,300 306,200 356,800

51 237,200 255,000 281,700 306,900 357,600

52 237,500 255,400 282,200 307,600 358,200

53 237,800 255,800 282,600 308,200 358,900

54 238,100 256,200 283,100 308,900 359,500

55 238,400 256,600 283,600 309,600 360,200

56 238,700 257,000 284,100 310,200 360,900

57 238,900 257,300 284,600 310,800 361,500

58 239,200 257,700 285,200 311,500 362,000

59 239,500 258,100 285,800 312,200 362,500

60 239,700 258,400 286,400 312,800 363,000

61 239,900 258,700 287,000 313,300 363,400

62 240,200 259,100 287,600 313,800

63 240,500 259,500 288,200 314,400

64 240,700 259,800 288,800 315,000
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65 240,900 260,100 289,300 315,600

66 241,200 260,400 289,800 316,000

67 241,500 260,700 290,300 316,500

68 241,700 260,900 290,800 317,000

69 241,900 261,100 291,300 317,300

70 242,200 261,400 291,800 317,800

71 242,500 261,700 292,200 318,300

72 242,700 261,900 292,600 318,700

73 242,900 262,100 293,000 318,900

74 243,200 262,400 293,400 319,200

75 243,500 262,700 293,800 319,400

76 243,700 262,900 294,200 319,700

77 243,900 263,100 294,600 320,000

78 244,200 263,400 295,000 320,300

79 244,500 263,700 295,400 320,600

80 244,700 263,900 295,900 320,800

81 244,900 264,100 296,200 321,000

82 245,200 264,400 296,700 321,300

83 245,400 264,700 297,200 321,600

84 245,700 264,900 297,700 321,800

85 245,900 265,100 298,000 322,000

86 246,100 265,300 298,500 322,300

87 246,400 265,600 299,000 322,600

88 246,700 265,900 299,300 322,900

89 246,900 266,100 299,700 323,100

90 247,200 266,300 300,200 323,400

91 247,500 266,600 300,700 323,700

92 247,700 266,800 301,200 323,900

93 247,900 267,100 301,500 324,100

94 248,200 267,400 301,900 324,400

95 248,500 267,700 302,400 324,700
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96 248,700 267,900 302,900 324,900

97 248,900 268,100 303,300 325,100

98 249,200 268,400 303,700

99 249,500 268,600 304,000

100 249,700 268,900 304,300

101 249,900 269,100 304,600

102 250,200 269,300 305,000

103 250,500 269,600 305,300

104 250,700 269,900 305,700

105 250,900 270,100 306,000

106 270,300 306,400

107 270,600 306,800

108 270,800 307,100

109 271,100 307,300

110 271,400 307,600

111 271,700 307,900

112 271,900 308,100

113 272,100 308,300

114 272,400 308,600

115 272,600 308,900

116 272,800 309,100

117 273,100 309,300

118 273,400 309,600

119 273,700 309,900

120 273,900 310,100

121 274,100 310,300

122 274,300 310,600

123 274,600 310,900

124 274,900 311,100

125 275,100 311,300

126 275,300 311,600
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127 275,600 311,900

128 275,900 312,100

129 276,100 312,300

130 276,300

131 276,600

132 276,900

133 277,100

134 277,300

135 277,600

136 277,900

137 278,100

定年前再任 

用短時間勤

務職員 

 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

197,900 209,000 227,500 248,600 279,800

（瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改

正） 

第２条 瑞浪市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平

成１７年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第７条第４項を削り、同条第５項中「、第３項」を「及び前項」に改め、

「及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給」を削り、同項を

同条第４項とする。 

 第９条第１項中「第１０条まで、第１４条」を「第９条まで及び第１４

条」に改め、「、及び第１９条」を削り、同条第２項中「及び第１８条第

２項」を「、第１８条第２項及び第１９条第２項第１号」に、「１００分

の２３５」を「１００分の９５」と、給与条例第１９条第２項第１号中

「１００分の１０５」とあるのは「１００分の８７．５」に改める。 

（瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 瑞浪市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元

年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中「１２１号給」を「１０５号給」に、「保育士」を「保育教

諭」に改める。 
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別表第２中「保育士」を「保育教諭」に改める。 

別表第３中「１２１号給」を「１０５号給」に、「保育士」を「保育教

諭」に改める。 

（瑞浪市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改

正） 

第４条 瑞浪市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令

和４年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 附則第１３条第６項中「附則第９条第２項」を「附則第９条第６項」に

改め、同条第７項中「、第９条、第１０条及び第１５条の３」を「及び第

９条」に改める。 

 附則第１７条第１項中「附則第９条第２項」を「附則第９条第６項」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （号給の切替え） 

２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において瑞浪市職

員の給与に関する条例別表第１及び別表第２の給料表の適用を受けていた

職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第１及

び附則別表第２（この項において附則別表という。）に掲げられている職

務の級であったものの切替日における号給（次項及び附則別表において「 

新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が属していた職務の 

級及び同日においてその者が受けていた号給（附則別表において「旧号給」 

という。）に応じて附則別表に定める号給とする。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに

準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該

異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められ

る限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことがで

きる。 

 （扶養手当に関する経過措置） 
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４ 切替日から令和８年３月３１日までの間における第１条の規定による改 

正後の瑞浪市職員の給与に関する条例（以下「改正後給与条例」という。） 

第９条の規定の適用については、同条第２項中「（５） 心身に著しい障 

            「（５） 心身に著しい障害がある者 

             （６） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関 

 

係と同様の事情にある者を含む。）」 

 とあるのは「１１，５００円」と、「とする」とあるのは「、前項第６号

に該当する扶養親族については３，０００円とする」とする。 

 （通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置） 

５ 改正後給与条例第１１条第４項及び第１１条の２第３項の規定は、切替

日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。 

 （委任） 

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に際し必

要な経過措置は、規則で定める。 

附則別表第１（附則第２項関係） 

イ 行政職給料表一の適用を受ける職員   

旧号級 
新   号   級 

３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ 

６ ２ １ １ １ １ 

７ ３ １ １ １ １ 

８ ４ １ １ １ １ 

９ ５ １ １ １ １ 

１０ ６ ２ ２ １ １ 

１１ ７ ３ ３ １ １ 

害がある者」とあるのは 

と、同条第３項中「１３，０００円」 
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１２ ８ ４ ４ １ １ 

１３ ９ ５ ５ １ １ 

１４ １０ ６ ６ ２ １ 

１５ １１ ７ ７ ３ １ 

１６ １２ ８ ８ ４ １ 

１７ １３ ９ ９ ５ １ 

１８ １４ １０ １０ ６ ２ 

１９ １５ １１ １１ ７ ３ 

２０ １６ １２ １２ ８ ４ 

２１ １７ １３ １３ ９ ５ 

２２ １８ １４ １４ １０ ６ 

２３ １９ １５ １５ １１ ７ 

２４ ２０ １６ １６ １２ ８ 

２５ ２１ １７ １７ １３ ９ 

２６ ２２ １８ １８ １４ １０ 

２７ ２３ １９ １９ １５ １１ 

２８ ２４ ２０ ２０ １６ １２ 

２９ ２５ ２１ ２１ １７ １３ 

３０ ２６ ２２ ２２ １８ １４ 

３１ ２７ ２３ ２３ １９ １５ 

３２ ２８ ２４ ２４ ２０ １６ 

３３ ２９ ２５ ２５ ２１ １７ 

３４ ３０ ２６ ２６ ２２ １８ 

３５ ３１ ２７ ２７ ２３ １９ 

３６ ３２ ２８ ２８ ２４ ２０ 

３７ ３３ ２９ ２９ ２５ ２１ 

３８ ３４ ３０ ３０ ２６ ２２ 

３９ ３５ ３１ ３１ ２７ ２３ 

４０ ３６ ３２ ３２ ２８ ２４ 

４１ ３７ ３３ ３３ ２９ ２５ 
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４２ ３８ ３４ ３４ ３０ ２６ 

４３ ３９ ３５ ３５ ３１ ２７ 

４４ ４０ ３６ ３６ ３２ ２８ 

４５ ４１ ３７ ３７ ３３ ２９ 

４６ ４２ ３８ ３８ ３４ ３０ 

４７ ４３ ３９ ３９ ３５ ３１ 

４８ ４４ ４０ ４０ ３６ ３２ 

４９ ４５ ４１ ４１ ３７ ３３ 

５０ ４６ ４２ ４２ ３８ ３４ 

５１ ４７ ４３ ４３ ３９ ３５ 

５２ ４８ ４４ ４４ ４０ ３６ 

５３ ４９ ４５ ４５ ４１ ３７ 

５４ ５０ ４６ ４６ ４２ ３８ 

５５ ５１ ４７ ４７ ４３ ３９ 

５６ ５２ ４８ ４８ ４４ ４０ 

５７ ５３ ４９ ４９ ４５ ４１ 

５８ ５４ ５０ ５０ ４６ ４２ 

５９ ５５ ５１ ５１ ４７ ４３ 

６０ ５６ ５２ ５２ ４８ ４４ 

６１ ５７ ５３ ５３ ４９ ４５ 

６２ ５８ ５４ ５４ ５０   

６３ ５９ ５５ ５５ ５１   

６４ ６０ ５６ ５６ ５２   

６５ ６１ ５７ ５７ ５３   

６６ ６２ ５８ ５８ ５４   

６７ ６３ ５９ ５９ ５５   

６８ ６４ ６０ ６０ ５６   

６９ ６５ ６１ ６１ ５７   

７０ ６６ ６２ ６２ ５８   

７１ ６７ ６３ ６３ ５９   
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７２ ６８ ６４ ６４ ６０   

７３ ６９ ６５ ６５ ６１   

７４ ７０ ６６ ６６ ６２   

７５ ７１ ６７ ６７ ６３   

７６ ７２ ６８ ６８ ６４   

７７ ７３ ６９ ６９ ６５   

７８ ７４ ７０ ７０ ６６   

７９ ７５ ７１ ７１ ６７   

８０ ７６ ７２ ７２ ６８   

８１ ７７ ７３ ７３ ６９   

８２ ７８ ７４ ７４ ７０   

８３ ７９ ７５ ７５ ７１   

８４ ８０ ７６ ７６ ７２   

８５ ８１ ７７ ７７ ７３   

８６ ８２ ７８ ７８     

８７ ８３ ７９ ７９     

８８ ８４ ８０ ８０     

８９ ８５ ８１ ８１     

９０ ８６ ８２ ８２     

９１ ８７ ８３ ８３     

９２ ８８ ８４ ８４     

９３ ８９ ８５ ８５     

９４ ９０         

９５ ９１         

９６ ９２         

９７ ９３         

９８ ９４         

９９ ９５         

１００ ９６         

１０１ ９７         
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１０２ ９８         

１０３ ９９         

１０４ １００         

１０５ １０１         

１０６ １０２         

１０７ １０３         

１０８ １０４         

１０９ １０５         

１１０ １０６         

１１１ １０７         

１１２ １０８         

１１３ １０９         

附則別表第２（附則第２項関係） 

ロ 行政職給料表二の適用を受ける職員   

旧号級 
新   号   級 

１級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ ２ ２ １ 

７ １ ３ ３ １ 

８ １ ４ ４ １ 

９ １ ５ ５ １ 

１０ １ ６ ６ ２ 

１１ １ ７ ７ ３ 

１２ １ ８ ８ ４ 

１３ １ ９ ９ ５ 

１４ １ １０ １０ ６ 
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１５ １ １１ １１ ７ 

１６ １ １２ １２ ８ 

１７ １ １３ １３ ９ 

１８ ２ １４ １４ １０ 

１９ ３ １５ １５ １１ 

２０ ４ １６ １６ １２ 

２１ ５ １７ １７ １３ 

２２ ６ １８ １８ １４ 

２３ ７ １９ １９ １５ 

２４ ８ ２０ ２０ １６ 

２５ ９ ２１ ２１ １７ 

２６ １０ ２２ ２２ １８ 

２７ １１ ２３ ２３ １９ 

２８ １２ ２４ ２４ ２０ 

２９ １３ ２５ ２５ ２１ 

３０ １４ ２６ ２６ ２２ 

３１ １５ ２７ ２７ ２３ 

３２ １６ ２８ ２８ ２４ 

３３ １７ ２９ ２９ ２５ 

３４ １８ ３０ ３０ ２６ 

３５ １９ ３１ ３１ ２７ 

３６ ２０ ３２ ３２ ２８ 

３７ ２１ ３３ ３３ ２９ 

３８ ２２ ３４ ３４ ３０ 

３９ ２３ ３５ ３５ ３１ 

４０ ２４ ３６ ３６ ３２ 

４１ ２５ ３７ ３７ ３３ 

４２ ２６ ３８ ３８ ３４ 

４３ ２７ ３９ ３９ ３５ 

４４ ２８ ４０ ４０ ３６ 
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４５ ２９ ４１ ４１ ３７ 

４６ ３０ ４２ ４２ ３８ 

４７ ３１ ４３ ４３ ３９ 

４８ ３２ ４４ ４４ ４０ 

４９ ３３ ４５ ４５ ４１ 

５０ ３４ ４６ ４６ ４２ 

５１ ３５ ４７ ４７ ４３ 

５２ ３６ ４８ ４８ ４４ 

５３ ３７ ４９ ４９ ４５ 

５４ ３８ ５０ ５０ ４６ 

５５ ３９ ５１ ５１ ４７ 

５６ ４０ ５２ ５２ ４８ 

５７ ４１ ５３ ５３ ４９ 

５８ ４２ ５４ ５４ ５０ 

５９ ４３ ５５ ５５ ５１ 

６０ ４４ ５６ ５６ ５２ 

６１ ４５ ５７ ５７ ５３ 

６２ ４６ ５８ ５８ ５４ 

６３ ４７ ５９ ５９ ５５ 

６４ ４８ ６０ ６０ ５６ 

６５ ４９ ６１ ６１ ５７ 

６６ ５０ ６２ ６２ ５８ 

６７ ５１ ６３ ６３ ５９ 

６８ ５２ ６４ ６４ ６０ 

６９ ５３ ６５ ６５ ６１ 

７０ ５４ ６６ ６６   

７１ ５５ ６７ ６７   

７２ ５６ ６８ ６８   

７３ ５７ ６９ ６９   

７４ ５８ ７０ ７０   
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７５ ５９ ７１ ７１   

７６ ６０ ７２ ７２   

７７ ６１ ７３ ７３   

７８ ６２ ７４ ７４   

７９ ６３ ７５ ７５   

８０ ６４ ７６ ７６   

８１ ６５ ７７ ７７   

８２ ６６ ７８ ７８   

８３ ６７ ７９ ７９   

８４ ６８ ８０ ８０   

８５ ６９ ８１ ８１   

８６ ７０ ８２ ８２   

８７ ７１ ８３ ８３   

８８ ７２ ８４ ８４   

８９ ７３ ８５ ８５   

９０ ７４ ８６ ８６   

９１ ７５ ８７ ８７   

９２ ７６ ８８ ８８   

９３ ７７ ８９ ８９   

９４ ７８ ９０ ９０   

９５ ７９ ９１ ９１   

９６ ８０ ９２ ９２   

９７ ８１ ９３ ９３   

９８ ８２ ９４ ９４   

９９ ８３ ９５ ９５   

１００ ８４ ９６ ９６   

１０１ ８５ ９７ ９７   

１０２ ８６ ９８     

１０３ ８７ ９９     

１０４ ８８ １００     

-25-



１０５ ８９ １０１     

１０６ ９０ １０２     

１０７ ９１ １０３     

１０８ ９２ １０４     

１０９ ９３ １０５     

１１０ ９４ １０６     

１１１ ９５ １０７     

１１２ ９６ １０８     

１１３ ９７ １０９     

１１４ ９８ １１０     

１１５ ９９ １１１     

１１６ １００ １１２     

１１７ １０１ １１３     

１１８ １０２ １１４     

１１９ １０３ １１５     

１２０ １０４ １１６     

１２１ １０５ １１７     

１２２   １１８     

１２３   １１９     

１２４   １２０     

１２５   １２１     

１２６   １２２     

１２７   １２３     

１２８   １２４     

１２９   １２５     

１３０   １２６     

１３１   １２７     

１３２   １２８     

１３３   １２９     
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議第５号 
 

瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瑞浪市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 

瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瑞浪市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 
 

令和７年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 

瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び瑞浪市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例 
 （瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 
第１条 瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第１号）

の一部を次のように改正する。 
第８条の３第２項中「３歳に満たない」を「小学校就学の始期に達する

までの」に改め、同条第４項中「第２項中「３歳に満たない子のある職員

が、市の規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、」を「並び

に第２項」に改める。 
第１６条第１項中「定める者」の次に「（第１８条の２第１項において

「配偶者等」という。）」を加える。 
第１８条の次に次の２条を加える。 
（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１８条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とす

る状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護

との両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立

支援制度等の申告、請求又は申出（次条において「請求等」という。）
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に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけれ

ばならない。 
２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年

度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規

定する事項を知らせなければならない。 
 （勤務環境の整備に関する措置） 
第１８条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われ

るようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 
（１） 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 
（２） 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 
（３） その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

 （瑞浪市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 
第２条 瑞浪市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２号）の一

部を次のように改正する。 
  第１９条第３項中「第６１条第３２項において読み替えて準用する同条

第２９項」を「第６１条の２第２０項」に改める。 
附 則 

 （施行期日） 
１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公

布の日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の日を時間外勤務

制限開始日とする改正後の瑞浪市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第

８条の３第２項の規定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するま

での子を養育するために行うものに限る。）を行おうとする職員は、施行

日前においても、市長の定めるところにより、当該請求を行うことができ

る。 
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議第６号 

 

   瑞浪市附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

瑞浪市附属機関設置条例（平成２８年条例第２３号）の一部を次のように

改正する。 

   

 

   

                               

 

「 

 

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５５

年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

別表中「行政改革審議会委員」を「総合計画推進委員会委員」に改める。 

瑞浪市行政改革審議会 瑞浪市行政改革大綱及び行政改革

の推進に関する事項についての調

整及び審議 

瑞浪市総合計画推進委

員会 

総合計画の推進に関する事項につ

いての審査及び評価 

別表中 を 

「 

」 

」 
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議第７号 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

  

    

瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 瑞浪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項第１号中「を行う」を「（次項において「保育内容支援」と

いう。）を実施する」に改め、同項第３号中「第４項第１号」を「第６項第

１号」に改め、同条中第２項及び第３項を削り、第５項を第７項とし、第４

項を第６項とし、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件

の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

（１） 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保する

こと。 

（２） 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう
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にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第２７条に規定する小規模保

育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（

第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第

１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のい

ずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととすること

ができる。 

（１） 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合

には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

 （２） 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促

進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が

著しく困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。 

（１） 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所（

次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所におい

て代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

（２） 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等

を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認

める者 

第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

附則第４項中「１０年」を「１５年」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第８号 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

  

    

瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第３０号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３７条第１項中「第４２条第３項第１号」を「第４２条第３項」に改め

る。 

 第４２条第１項中「第５項」を「第７項」に改め、同項第１号中「を行う」 

を「（次項において「保育内容支援」という。）を実施する」に改め、同項

第３号中「第４項第１号」を「第６項第１号」に改め、同条中第２項及び第

３項を削り、第９項を第１１項とし、第４項から第８項までを２項ずつ繰り

下げ、第１項の次に次の４項を加える。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要

件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を適用しないことと

することができる。 

 （１） 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保す

ること。 
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 （２） 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第１項第１号に掲げる

事項に係る連携協力を行うものをいう。 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の

いずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

（１） 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場

合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役

割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること。 

（２） 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の

促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保

が著しく困難であること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものをいう。 

（１） 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業

所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型事業者等 

（２） 事業実施場所において代替保育が提供されている場合 事業の規

模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市

が認める者 
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附則第５項中「１０年」を「１５年」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第９号 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

 

令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

瑞浪市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第１５条の６中「６５万円」を「６６万円」に改める。  

第１５条の６の１２中「２４万円」を「２６万円」に改める。  

第２０条第１項中「６５万円」を「６６万円」に改め、同項第２号中「２

９万５千円」を「３０万５千円」に改め、同項第３号中「５４万５千円」を

「５６万円」に改め、同条第３項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４

万円」を「２６万円」に改め、同条第４項中「６５万円」を「６６万円」に

改める。  

第２０条の４中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万

円」に改める。  

第２５条の３第２項ただし書中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改

める。  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の瑞浪市国民健康保険条例の規定（第２５条の３
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の規定を除く。）は、令和７年度以後の年度分の保険料について適用し、

令和６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議第１０号 

 

   瑞浪市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

瑞浪市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例 

瑞浪市農産物等直売所の設置及び管理に関する条例（平成２３年条例第１

１号）の一部を次のように改正する。 

別表農産物等の販売施設の項中「販売額の３０％」を「売上額の４０％」

に改め、同表直売コーナーの項を削り、同表歩廊部分の項中「歩廊部分」を

「屋外出店」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１１号 

 

   瑞浪市斎場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

 瑞浪市斎場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

   瑞浪市斎場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

瑞浪市斎場の設置及び管理に関する条例（平成２３年条例第２０号）の一

部を次のように改正する。 

第４条第１項中「午後４時４５分」を「午後４時３０分」に改める。 

別表火葬場の項を次のように改める。 

火

葬

場 

死

体 

１２歳以上 １体 ５，０００ ４０，０００ 

１２歳未満 １体 ３，０００ ２４，０００ 

死胎児 １体 １，０００ ８，０００ 

身体の一部 １個 １，０００ ８，０００ 

胞衣物等 

１０キログラムま

で 
１，０００ ８，０００ 

超過料金（１０キ

ログラムにつき） 
１，０００ ８，０００ 

愛玩小動物 １体 ４，０００ ３２，０００ 

別表葬祭室の項及び和室の項中「午後４時４５分」を「午後４時３０分」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

-38-



１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、別表火葬場の項

の改正規定は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別表火葬場の項の改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）前に

施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の瑞浪市斎場の

設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該

利用に係る改正後の瑞浪市斎場の設置及び管理に関する条例に定める額の

使用料を徴収する。 
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議第１２号 

 

   瑞浪市都市公園移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 瑞浪市都市公園移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

   瑞浪市都市公園移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市都市公園移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する 

基準を定める条例（平成２４年条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第６号中「第２１条第２項第１号」を「第２２条第２項第１号」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 
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議第１３号 
 
   瑞浪市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び瑞浪市職員の

定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条

例の制定について 
 

瑞浪市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び瑞浪市職員の定年

等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 
 
  令和７年２月２７日 提出 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 

瑞浪市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び瑞浪市職員の

定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部を改正する条

例 
（瑞浪市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年条

例第４８号）の一部を次のように改正する。 
  第１８条中「、第６条の３」を削る。 
 （瑞浪市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改

正） 
第２条 瑞浪市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令

和４年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 
  附則第１４条中「、第６条の３」を削る。 
   附 則 
 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１４号 

 

瑞浪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 瑞浪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

 

令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例等の一部を改正する条例 

 （瑞浪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例の一部改正） 

第１条 瑞浪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例（平成２４年条例第５６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛

生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、」を削り、

「において土木工学科若しくは」を「において土木工学科又は」に、「２

年以上」を「１年６月以上」に改め、同条第２号中「の土木工学科」を削

り、「これ」を「旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工

学科又はこれら」に改め、「において衛生工学及び水道工学に関する学科

目以外の学科目」を削り、「３年以上」を「２年以上」に改め、同条第３ 

号中「による専門学校」の次に「（次号において「短期大学等」という。） 

」を、「修了した後」の次に「。次号において同じ。」を加え、「５年以 

上」を「２年６月以上」に改め、同条第８号中「１年以上」を「６月以上」 
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に改め、同号を同条第１０号とし、同条第７号中「第１号若しくは第２号

に規定する課程及び学科目又は第３号若しくは第４号」を「第１号から第

６号まで」に改め、「又は学科目」を削り、「最低経験年数」を「水道等

の最低経験年数の２分の１」に改め、同号を同条第９号とし、同条第６号

中「２年以上」を「１年６月以上」に改め、同号を同条第８号とし、同条

第５号中「１０年以上」を「５年以上」に改め、同号を同条第７号とし、

同条第４号中「による中等学校」の次に「（次号において「高等学校等」

という。）」を加え、「７年以上」を「３年６月以上」に改め、同号を同

条第５号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（６） 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当す

る課程を修めて卒業した後、４年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

第３条第３号の次に次の１号を加える。 

（４） 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当す

る課程を修めて卒業した後、３年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

第３条に次の１号を加える。 

（１１） 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１

項及び第２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格

した者であって、１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

  第４条第１号を次のように改める。 

（１） 前条第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工

学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（

学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、

同条第１号に規定する学校を卒業した者については１年６月以上、同

条第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した者）については２年６月以上、同条第５号

に規定する学校を卒業した者については３年６月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者 

  第４条第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学以
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外の」を削り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科目」を「の課

程又はこれらに相当する課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当

する課程を除く。）」に、「４年以上」を「２年以上」に、「６年以上、 

同条第４号」を「３年以上、同条第５号」に、「８年以上」を「４年以上」 

に改め、同条第３号中「１０年以上水道の工事」を「５年以上水道」に改

め、同条第４号中「及び第４号」を「又は第５号」に、「学科目」を「課

程」に、「学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後」を「当該課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程（以下

この号において「専門職大学前期課程」という。）を修了した場合を含む。

」に、「５年以上」を「２年６月以上」に、「同法による専門職大学の前

期課程にあっては、修了者」を「専門職大学前期課程の修了者を含む。」

に、「７年以上、同条第４号」を「３年６月以上、同条第５号」に、「９

年以上」を「４年６月以上」に改め、同条第５号中「第２号」を「第１号

若しくは第２号」に、「学科目」を「課程」に改め、「最低経験年数」の

次に「の２分の１」を加え、同条に次の２号を加える。 

（７） 技術士法第４条第１項の規定による第二次試験のうち上下水道

部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択した

ものに限る。）であって、６月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

（８） 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土木施

工管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、１年６月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（瑞浪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 瑞浪市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例（平成３１年条例第１０

号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「この条例による改正後の」を削り、「第３条第８号」を

「第３条第１０号及び第４条第７号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１５号 

 

   瑞浪市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 瑞浪市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

   瑞浪市下水道条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市下水道条例（昭和５２年条例第３１号）の一部を次のように改正す

る。 

第１１条第１項第９号中「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める。 

  附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議第１６号 
 

瑞浪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 
 

瑞浪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 
 

令和７年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

瑞浪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を

改正する条例 
瑞浪市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年

条例第３２号）の一部を次のように改正する。 
別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 
退職報償金支給額表 

階級 

勤務年数 

５年以上 

10年未満 

10年以上 

15年未満 

15年以上 

20年未満 

20年以上 

25年未満 

25年以上 

30年未満 

30年以上 

35年未満 
35年以上 

団長 239,000

円

344,000

円

459,000

円 

594,000

円

779,000

円 

979,000

円

1,079,00

0 円 

副団

長 

229,000

円

329,000

円

429,000

円 

534,000

円

709,000

円 

909,000

円

1,009,00

0 円 

分団

長 

219,000

円

318,000

円

413,000

円 

513,000

円

659,000

円 

849,000

円

949,000

円 

副分

団長 

214,000

円

303,000

円

388,000

円 

478,000

円

624,000

円 

809,000

円

909,000

円 

部長

及び

班長 

204,000

円

283,000

円

358,000

円 

438,000

円

564,000

円 

734,000

円

834,000

円 
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団員 200,000

円

264,000

円

334,000

円 

409,000

円

519,000

円 

689,000

円

789,000

円 

附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職

した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員に

ついては、なお従前の例による。 
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議第１７号 

 

   瑞浪市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

瑞浪市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように制

定するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 瑞浪市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第４０号）の一部を

次のように改正する。 

 第５条第２項第２号中「９，１００円」を「９，７００円」に改め、同号

ただし書中「１４，２００円」を「１４，５００円」に改め、同条第３項中

「又は第３号から第６号までのいずれか」を削り、「２１７円」を「１００

円」に、「３３３円」を「３８３円を、第３号から第６号までのいずれかに

該当する扶養親族については１人につき２１７円」に改め、同条第４項中「 

（以下この項において「特定期間」という。）」を削り、「特定期間にある」 

を「当該期間にある」に改める。 

別表団長及び副団長の項中「１２，５００円」を「１２，９００円」に、 

「１３，３５０円」を「１３，７００円」に、「１４，２００円」を「１４， 

５００円」に改め、同表分団長及び副分団長の項中「１０，８００円」を「 

１１，３００円」に、「１１，６５０円」を「１２，１００円」に、「１２， 

５００円」を「１２，９００円」に改め、同表部長、班長及び団員の項中「

９，１００円」を「９，７００円」に、「９，９５０円」を「１０，５００

円」に、「１０，８００円」を「１１，３００円」に改める。 

   附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の瑞浪市消防団員等公務災害補償条例第５条第２

項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき

事由の生じた瑞浪市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する

損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の 

生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、 

同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補

償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支

給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に

支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、

なお従前の例による。 
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議第１８号  
 

   瑞浪市公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 

 瑞浪市公平委員会委員に次の者を選任したいので、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議会の同意を求める。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

村 井 敏 子 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第１９号 

 

指定管理者の指定の変更について 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定によ

り、次のとおり指定管理者の指定を変更することについて、議会の議決を求

める。 

  

令和７年２月２７日 提出 

  

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

１ 施設の名称  瑞浪市釜戸公民館 

 

２ 変更事項 

事項名 変更前 変更後 

指定管理者

の名称等 

瑞浪市釜戸町２６７３番地の１ 

釜戸町まちづくり推進協議会 

 

会長 西 戸 利 彦 

瑞浪市釜戸町２６７３番地の１ 

特定非営利活動法人釜戸町まち

づくり推進協議会 

会長 西 戸 利 彦 

 

３ 変更の時期 

 令和７年４月１日より変更する。 

 

 

４ 変更理由 

瑞浪市釜戸公民館の指定管理者である釜戸町まちづくり推進協議会が、当

協議会の体制整備のため法人化されたことにより、令和７年４月１日より特

定非営利活動法人釜戸町まちづくり推進協議会が指定管理を担うため。 
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議第２０号 

 

指定管理者の指定の変更について 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定によ

り、次のとおり指定管理者の指定を変更することについて、議会の議決を求

める。 

  

令和７年２月２７日 提出 

  

                   瑞浪市長 水 野 光 二 

 

１ 施設の名称  瑞浪市自然ふれあい館 

 

２ 変更事項 

事項名 変更前 変更後 

指定管理者

の名称等 

瑞浪市釜戸町２６７３番地の１ 

釜戸町まちづくり推進協議会 

 

会長 西 戸 利 彦 

瑞浪市釜戸町２６７３番地の１ 

特定非営利活動法人釜戸町まち 

づくり推進協議会 

会長 西 戸 利 彦 

 

３ 変更の時期 

 令和７年４月１日より変更する。 

 

 

４ 変更理由 

瑞浪市自然ふれあい館の指定管理者である釜戸町まちづくり推進協議会が、

当協議会の体制整備のため法人化されたことにより、令和７年４月１日より

特定非営利活動法人釜戸町まちづくり推進協議会が指定管理を担うため。 
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議第２１号 

 

   北野辺地に係る総合整備計画の策定について 

 

 北野地区住民の生活文化水準の向上を図るため、辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８

号）第３条第１項の規定により、北野辺地に係る総合整備計画を次のように

定めるものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

   北野辺地に係る総合整備計画 

１ 辺地の概況 

（１） 辺地を構成する町又は字の名称 

瑞浪市日吉町字愛坂・藤並・松井・八瀬沢・一ツ屋・向イ・上垣外

・中屋・中垣外・霜向・白下・太嶌・藤垣外 

（２） 地域の中心の位置 

瑞浪市日吉町字八瀬沢６２６１番１７４ 

（３） 辺地の人口 

８５人 

（４） 辺地の面積 

４．０ｋ㎡ 

（５） 辺地度点数 

１５４点 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

当地域は、公共施設や医療施設等までの距離が遠く、かつ、道幅が狭く、 

通勤、通学等に不便をきたしているため、生活道路を改良することで、生

活上の利便性の向上を図る。 
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３ 公共的施設の整備計画 

令和７年度から令和１１年度までの５年間 

     （単位 千円）

施 設 名 
事業 

主体名 
事業費 

財源内訳 特定財源の

うち、辺地

対策事業債

の予定額 
特定財源 一般財源 

道路 

（市道南垣外・北野線） 
瑞浪市 500,000 500,000 0 500,000 
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議第２２号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６９７ 水ノ木１号線 
寺河戸町字水之木１２５５番２地先 

寺河戸町字水之木１２６７番１地先 

 

 

 

-55-



議第２３号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６９８ 芝原１号線 
釜戸町字芝原１７９７番１地先 

釜戸町字芝原１６９５番１地先 
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議第２４号 
 
   財産の取得について 
 
 次のとおり財産を取得したいので、瑞浪市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 
 
  令和７年２月２７日 提出 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 
１ 取得する財産  学校給食センターガス式連続フライヤー 一式 
２ 取 得 の 方 法  一般競争入札 
３ 取 得 金 額  ２２，６６０，０００円 
４ 取得の相手方  岐阜県岐阜市中鶉２丁目１０５番 

岐阜アイホー調理機株式会社 
代表取締役 深和 正佳 
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議第２５号 
 
   財産の取得について 
 
 次のとおり財産を取得したいので、瑞浪市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 
 
  令和７年２月２７日 提出 
 
                   瑞浪市長 水 野 光 二 
 
 
１ 取得する財産  学校給食センター蒸気式消毒保管機（パススルー方式） 

一式 
２ 取 得 の 方 法  一般競争入札 
３ 取 得 金 額  ２２，４４０，０００円 
４ 取得の相手方  岐阜県岐阜市中鶉２丁目１０５番 

岐阜アイホー調理機株式会社 
代表取締役 深和 正佳 
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議第２６号 

 

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得したいので、瑞浪市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

１ 取得する財産  消防ポンプ自動車 １台 

２ 取 得 の 方 法  一般競争入札 

３ 取 得 金 額  ２４，６２１，４２０円 

４ 取得の相手方  岐阜市金園町３丁目２５番地 

          株式会社ウスイ消防 

          代表取締役 臼井 潔 
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議第２７号 
 

令和６年度瑞浪市一般会計補正予算（第９号） 
 
 令和６年度瑞浪市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，００３，５０

０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，４５１，

８００千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（継続費の補正） 

第２条 既定の継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 
（繰越明許費の補正） 

第３条 既定の繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」

による。 
（債務負担行為の補正） 

第４条 既定の債務負担行為の追加は、「第４表 債務負担行為補正」によ

る。 
（地方債の補正） 

第５条 既定の地方債の廃止及び変更は、「第５表 地方債補正」による。 
 

令和７年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 市 税 ５，００６，０００ ２１０，０００ ５，２１６，０００

1 市 民 税 １，９６８，５００ １７５，０００ ２，１４３，５００

2 固定資産税 ２，３３４，２００ ２８，０００ ２，３６２，２００

7 都市計画税 ２９８，５００ ７，０００ ３０５，５００

2 地 方 譲 与 税 １９３，６４０ １，９００ １９５，５４０

3
森 林 環 境
譲 与 税

２０，６４０ １，９００ ２２，５４０

3 利子割交付金 １，３００ １，７００ ３，０００

1 利子割交付金 １，３００ １，７００ ３，０００

4 配当割交付金 ３３，０００ １４，５００ ４７，５００

1 配当割交付金 ３３，０００ １４，５００ ４７，５００

5
株 式 等 譲 渡
所得割交付金

３６，０００ ２３，０００ ５９，０００

1
株 式 等 譲 渡
所得割交付金

３６，０００ ２３，０００ ５９，０００

6
法 人 事 業 税
交 付 金

７０，０００ ９，５００ ７９，５００

1
法人事業税
交 付 金

７０，０００ ９，５００ ７９，５００

7
地 方 消 費 税
交 付 金

８８５，０００ ６２，０００ ９４７，０００

1
地方消費税
交 付 金

８８５，０００ ６２，０００ ９４７，０００

9
環 境 性 能 割
交 付 金

２１，０００ ８，０００ ２９，０００

1
環境性能割
交 付 金

２１，０００ ８，０００ ２９，０００

11 地 方 交 付 税 ３，８４５，２００ ４１４，７００ ４，２５９，９００

1 地方交付税 ３，８４５，２００ ４１４，７００ ４，２５９，９００

13
分 担 金 及 び
負 担 金

３１，９２２ △１，４２４ ３０，４９８

1 分 担 金 ４，６２０ △１，３６４ ３，２５６

2 負 担 金 ２７，３０２ △６０ ２７，２４２

14
使 用 料 及 び
手 数 料

３１２，３５１ △２２，３４０ ２９０，０１１

1 使 用 料 １５１，９２７ △２２，３４０ １２９，５８７

15 国 庫 支 出 金 ２，８１３，７５１ △１８４，２４６ ２，６２９，５０５

1 国庫負担金 １，４６６，９９４ △１８，６２８ １，４４８，３６６

2 国庫補助金 １，３３７，４２６ △１６５，６１８ １，１７１，８０８

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

16 県 支 出 金 １，１２０，６６２ △２９，５５６ １，０９１，１０６

1 県 負 担 金 ６４１，８４８ △９，８８８ ６３１，９６０

2 県 補 助 金 ３７０，９０７ △１９，６６８ ３５１，２３９

17 財 産 収 入 １３８，０５１ △２３，０４５ １１５，００６

1 財産運用収入 ７４，１６１ ５ ７４，１６６

2 財産売払収入 ６３，８９０ △２３，０５０ ４０，８４０

18 寄 附 金 ３２５，５３０ ３，１０８ ３２８，６３８

1 寄 附 金 ３２５，５３０ ３，１０８ ３２８，６３８

19 繰 入 金 １，６０２，５３８ △９０４，７１５ ６９７，８２３

1 基金繰入金 １，５５６，９６１ △８８４，８５０ ６７２，１１１

2 財産区繰入金 ４５，５７７ △１９，８６５ ２５，７１２

21 諸 収 入 ９８５，９４５ △２４２，７８２ ７４３，１６３

4 雑 入 ４４９，７０５ △３５，３８４ ４１４，３２１

5 受託事業収入 ４２７，０６８ △２０７，３９８ ２１９，６７０

22 市 債 １，９１３，０００ △３４５，５００ １，５６７，５００

1 市 債 １，９１３，０００ △３４５，５００ １，５６７，５００

23
自動車取得税
交 付 金

０ １，７００ １，７００

1
自動車取得税
交 付 金

０ １，７００ １，７００

歳　　入　　合　　計 ２０，４５５，３００ △１，００３，５００ １９，４５１，８００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 議 会 費 １７６，６４９ △１，８１０ １７４，８３９

1 議 会 費 １７６，６４９ △１，８１０ １７４，８３９

2 総 務 費 ２，８６８，１３８ △４２，１６６ ２，８２５，９７２

1 総務管理費 ２，４９３，３５７ △２９，９０３ ２，４６３，４５４

2 徴 税 費 ２０２，４６４ △１２，２６３ １９０，２０１

3 民 生 費 ６，１５０，５３７ △１２２，５７８ ６，０２７，９５９

1 社会福祉費 ３，４１０，３７５ △５２，０３４ ３，３５８，３４１

2 児童福祉費 ２，５０６，９０６ △７０，５４４ ２，４３６，３６２
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(単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

4 衛 生 費 ２，２０２，５１１ △１３９，３３３ ２，０６３，１７８

1 保健衛生費 ６３０，１０９ △６４，２５２ ５６５，８５７

2 清 掃 費 １，４４４，２１２ △６６，５５１ １，３７７，６６１

3 環 境 費 １２８，１９０ △８，５３０ １１９，６６０

5 労 働 費 １７，２６６ △２，７００ １４，５６６

1 労 働 諸 費 １７，２６６ △２，７００ １４，５６６

6 農林水産業費 ２８８，２３４ △１９，２３３ ２６９，００１

1 農 業 費 ２２５，４３７ △４８ ２２５，３８９

2 林 業 費 ６２，７９７ △１９，１８５ ４３，６１２

7 商 工 費 ５３０，５６８ △４１，７６９ ４８８，７９９

1 商 工 費 ５３０，５６８ △４１，７６９ ４８８，７９９

8 土 木 費 ２，３４８，５２９ △２６３，５６２ ２，０８４，９６７

2 道路橋梁費 ８７７，９２５ △４５，４１２ ８３２，５１３

3 河 川 費 ２３４，２４４ △１３，０００ ２２１，２４４

4 都市計画費 １，１１１，４０４ △１９７，５５０ ９１３，８５４

5 住 宅 費 ６６，４８６ △７，６００ ５８，８８６

9 消 防 費 １，２３０，４２８ △３０１，７９７ ９２８，６３１

1 消 防 費 １，２３０，４２８ △３０１，７９７ ９２８，６３１

10 教 育 費 ２，５５５，２１３ △１８，９２４ ２，５３６，２８９

1 教育総務費 ２７４，７２２ △６，３５６ ２６８，３６６

2 小 学 校 費 ２１１，２７３ △１，０００ ２１０，２７３

3 中 学 校 費 ２１１，１５７ ０ ２１１，１５７

4 幼 稚 園 費 １７３，３２１ △６６８ １７２，６５３

5 社会教育費 ５７５，４８０ △４，０００ ５７１，４８０

6 保健体育費 １，１０９，２６０ △６，９００ １，１０２，３６０

11 災 害 復 旧 費 １１，４５０ △３，６２８ ７，８２２

1
土 木 施 設
災害復旧費

５，８５０ △２，９００ ２，９５０

2
農林水産業施設
災 害 復 旧 費 ５，６００ △７２８ ４，８７２

13 諸 支 出 金 ６３０，７２３ △４６，０００ ５８４，７２３

1 公営企業費 ６３０，７２３ △４６，０００ ５８４，７２３

歳　　出　　合　　計 ２０，４５５，３００ △１，００３，５００ １９，４５１，８００
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第 ２ 表　　継 続 費 補 正

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

令 和 ４ 年 度 0 令 和 ４ 年 度 0

令 和 ５ 年 度 107,900 令 和 ５ 年 度 107,900

令 和 ６ 年 度 160,800 令 和 ６ 年 度 159,800

令 和 ７ 年 度 令 和 ７ 年 度 1,000

令 和 ６ 年 度 557,637 令 和 ６ 年 度 255,540

令 和 ７ 年 度 844,455 令 和 ７ 年 度 987,460

９
消防費

１
消防費

消 防 指 令
セ ン タ ー
共 同 運 用
事 業

1,402,092 1,243,000

（単位：千円）（変　更）

８
土木費

補 正 前 補 正 後
事 業 名項款

268,700 268,700

工 場 用 地
造 成 関 連
道 路 整 備
事 業

２
道路橋梁費
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１８,８００

３５,４３９

令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

釜 戸 公 民 館 指 定 管 理 料

自 然 ふ れ あ い 館 指 定 管 理 料
令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

８ 土 木 費 ４ 都市計画費
瑞 浪 駅 周 辺
再 開 発 事 業
（ 駅 北 地 区 ）

６２６,８００ 補 正 前 に 同 じ ４７５,０００

（変　更） （単位：千円）

款 項
補　　正　　前 補　　正　　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

８ 土 木 費 ３ 河 川 費 普通河川緊急浚渫推進事業 ４０,０００

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費
価格高騰重点支援給付金給付事業
（ R6 低 所 得 世 帯 こ ど も 加 算 ）

９,５００

８ 土 木 費 ３ 河 川 費 普 通 河 川 緊 急 対 策 事 業 ３６,０００

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 市 道 等 整 備 交 付 金 事 業 ９,０００

第 ３ 表　　繰　越　明　許　費　補　正

（追　加） （単位：千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　　額

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費
価格高騰重点支援給付金給付事業
（ R6 低 所 得 世 帯 支 援 ）

１２２,７００

２ 総 務 費 ３
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

戸 籍 電 算 処 理 経 費 １０,０５４

第 ４ 表　　債　務　負　担　行　為　補 　正

（追　加） （単位：千円）

限　　度　　額期　　　　　間事　　　　　　　　　　項

７ 商 工 費 １ 商 工 費 企 業 立 地 促 進 事 業 １１,９０５
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第 ５ 表　　地 方 債 補 正

（廃　止） （単位：千円）

（変　更） （単位：千円）

起債の
方法 利率

償 還 の 方 法限度額 起債の
方法 利　　率

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３ ． ０ ％ 以
内 （ただし、利
率見直し方式で
借り入れる政府
資 金 及 び 地 方
公 共 団 体 金 融
機 構 資 金 に つ
いて、利率見直
しを行った後に
おいては、当該
見 直 し 後 の 利
率）

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合には
借入先と協定し、
その条件に従うも
のとする。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及び
償還期限を短縮
し、もしくは繰上
償還又は低利に
借換することがで
きる。

補　　正　　後

限度額 償還の
方法

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

15,600

補正
前に
同じ

消 防 指 令 セ ン タ ー
共 同 運 用 事 業 130,500

24,300

瑞 浪 駅 周 辺 再 開 発
事 業 （ 駅 北 地 区 ） 336,000 240,500

普 通 河 川 緊 急
浚 渫 推 進 事 業 98,500 90,500

35,800

62,700

起 債 の 目 的

起 債 の 目 的
補　　正　　前

限度額 起債の
方法 利率 償還の方法

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

市 道 等 整 備
交 付 金 事 業 38,800

臨 時 財 政 対 策 債

過 年 土 木 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業 1,700

44,200

土岐橋架替関連事業 9,900

県 営 急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 負 担 事 業 6,700

消防ポンプ自動車等
更 新 事 業 19,500

南 垣 外 北 野 線
道 路 改 良 事 業 100,000

消防車両・救急車両等
更 新 事 業 （ 単 独 ） 29,100
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議第２８号  
 

令和６年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 
 
 令和６年度瑞浪市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，１００千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６８８，３００千円とす

る。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和７年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 繰 入 金 １７４，６９３ △２，７００ １７１，９９３

1
一 般 会 計
繰 入 金

１７４，６９３ △２，７００ １７１，９９３

5 諸 収 入 ５５０ ６００ １，１５０

2 雑 入 ５１０ ６００ １，１１０

歳　　入　　合　　計 ６９０，４００ △２，１００ ６８８，３００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2
後期高齢者医療
広域連合納付金 ６７１，７８７ △２，１００ ６６９，６８７

1
後期高齢者医療
広域連合納付金 ６７１，７８７ △２，１００ ６６９，６８７

歳　　出　　合　　計 ６９０，４００ △２，１００ ６８８，３００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第２９号  
 

令和６年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 
 
 令和６年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  
 

令和７年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

5 繰 入 金 ３０７，０００ △２，５７４ ３０４，４２６

1
一 般 会 計
繰 入 金

２９０，３００ ５，０２６ ２９５，３２６

2 基金繰入金 １６，７００ △７，６００ ９，１００

8 国 庫 支 出 金 ０ ２，５７４ ２，５７４

1 国庫補助金 ０ ２，５７４ ２，５７４

歳　　入　　合　　計 ３，６１１，７００ ０ ３，６１１，７００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 総 務 費 ７９，１８３ ０ ７９，１８３

1 総務管理費 ７９，１８３ ０ ７９，１８３

3
国民健康保険
事業費納付金

９０８，７７９ ０ ９０８，７７９

1 医療給付費分 ６２８，００１ ０ ６２８，００１

2
後期高齢者
支援金等分

２１６，００６ ０ ２１６，００６

3 介護納付金分 ６４，７７２ ０ ６４，７７２

歳　　出　　合　　計 ３，６１１，７００ ０ ３，６１１，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第３０号 

 

令和６年度瑞浪市水道事業会計補正予算（第４号） 

 

（総則） 

第１条 令和６年度瑞浪市水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定め 

るところによる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和６年度瑞浪市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２

条第４号イ中「４１０，３４４千円」を「２７０，６４４千円」に改め、

同号に次のように加える。 

  ウ 水道総合地震対策事業            １８，０００千円 

（収益的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第３条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 水道事業収益 1,140,300千円  △8,500千円  1,131,800千円 

   第１項 営業収益   919,733千円  △19,000千円   900,733千円 

第２項  営業外収益    219,877千円   10,500千円    230,377千円 

             支      出 

 第１款 水道事業費用 1,125,300千円  △8,500千円  1,116,800千円 

  第１項 営業費用  1,058,044千円  △8,500千円   1,049,544千円 

（資本的収入及び支出の補正） 

第４条 予算第４条中「資本的支出額に対し不足する額５４６，３００千円」 

を「資本的支出額に対し不足する額４１７，８００千円」に、「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５，９６５千円」を「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２６，１１０千円」に、「当年度

分損益勘定留保資金１４８，２６７千円」を「当年度分損益勘定留保資金

２９，６２２千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補

正する。 

（科   目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 
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             収      入 

 第１款 資本的収入    88,600千円    5,300千円  93,900千円 

  第４項 補助金     3,750千円    5,300千円   9,050千円 

             支      出 

 第１款 資本的支出    634,900千円  △123,200千円  511,700千円 

  第１項 建設改良費  449,546千円  △123,200千円  326,346千円 

 （他会計からの補助金の補正） 

第５条 予算第９条中「６８，８５１千円」を「７９，３５１千円」に改め

る。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第３１号 

 

令和６年度瑞浪市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和６年度瑞浪市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

（業務の予定量の補正） 

第２条 令和６年度瑞浪市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

２条第４号ア中「７３，４２０千円」を「７０，４２０千円」に、同号イ

中「４６，０００千円」を「４１，０００千円」に改める。 

（収益的収入及び支出の補正） 

第３条 予算第３条中収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科   目）  （既決予定額） （補正予定額）  （計） 

             収      入 

 第１款 下水道事業収益 1,250,000千円 △121,700千円 1,128,300千円 

    第１項 営業収益    545,357千円    3,000千円  548,357千円 

  第２項 営業外収益   704,643千円 △124,700千円  579,943千円 

             支      出 

 第１款 下水道事業費用 1,238,300千円 △121,200千円 1,117,100千円 

  第１項 営業費用   1,162,370千円 △128,200千円 1,034,170千円 

  第２項 営業外費用   73,765千円     7,000千円    80,765千円 

 （資本的収入及び支出の補正） 

第４条 予算第４条中「資本的支出額に対し不足する額３１０，８００千円」 

を「資本的支出額に対し不足する額３１１，１００千円」に、「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額１７，４９８千円」を「当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額１７，８１６千円」に、「損益勘

定留保資金２９３，３０２千円」を「損益勘定留保資金２９３，２８４千

円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （科   目）  （既決予定額）  （補正予定額）   （計） 

             収      入 
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 第１款 資本的収入    467,700千円 △10,300千円 457,400千円 

  第１項 企業債     159,700千円 △12,000千円 147,700千円 

  第３項 出資金     197,380千円   15,200千円 212,580千円 

  第４項 補助金      85,620千円 △13,500千円  72,120千円 

             支      出 

 第１款 資本的支出    778,500千円 △10,000千円 768,500千円 

  第１項 建設改良費   309,905千円 △10,000千円 299,905千円 

（企業債の補正） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。 

    （起債の目的）    （既決予定額）  （補正予定額） （計） 

       下水道事業     159,700千円 △12,000千円 147,700千円 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第６条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。 

   （科   目）   （既決予定額）  （補正予定額） （計） 

 （１） 職員給与費    122,079 千円  △5,200 千円  116,879 千円 

（他会計からの補助金の補正） 

第７条 予算第１０条中「４６，２０３千円」を「２６，８０５千円」に改

める。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第３２号  
 

令和７年度瑞浪市一般会計予算  
 
 令和７年度瑞浪市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  
 （歳入歳出予算）  
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，７９０，０００千

円と定める。  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（地方債）  

第３条 法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債  
の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」  
による。  
（一時借入金）  

第４条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、２，０００，０００千円と定める。  
（歳出予算の流用）  

第５条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
 （１） 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 

令和７年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 市 税 ５，３７０，０００

1 市 民 税 ２，３１１，３００

2 固 定 資 産 税 ２，３５２，２００

3 軽 自 動 車 税 １３３，２００

4 市 た ば こ 税 ２６４，０００

5 鉱 産 税 ５０

6 入 湯 税 ８５０

7 都 市 計 画 税 ３０８，４００

2 地 方 譲 与 税 １９５，５００

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ４０，０００

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 １３３，０００

3 森 林 環 境 譲 与 税 ２２，５００

3 利 子 割 交 付 金 ５，０００

1 利 子 割 交 付 金 ５，０００

4 配 当 割 交 付 金 ３９，０００

1 配 当 割 交 付 金 ３９，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ５５，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ５５，０００

6 法 人 事 業 税 交 付 金 ７５，０００

1 法 人 事 業 税 交 付 金 ７５，０００

7 地 方 消 費 税 交 付 金 ９４７，０００

1 地 方 消 費 税 交 付 金 ９４７，０００

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １６５，０００

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 １６５，０００

9 環 境 性 能 割 交 付 金 ２９，０００

1 環 境 性 能 割 交 付 金 ２９，０００

10 地 方 特 例 交 付 金 ３６，０００

1 地 方 特 例 交 付 金 ３６，０００

11 地 方 交 付 税 ４，０００，０００

1 地 方 交 付 税 ４，０００，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(単位：千円)

款 項 金　　額

12 交通安全対策特別交付金 ３，０００

1 交通安全対策特別交付金 ３，０００

13 分 担 金 及 び 負 担 金 ３８，９００

1 分 担 金 ５，９０６

2 負 担 金 ３２，９９４

14 使 用 料 及 び 手 数 料 ２８０，３００

1 使 用 料 １２４，０９２

2 手 数 料 １５６，２０８

15 国 庫 支 出 金 ２，６８３，１２３

1 国 庫 負 担 金 １，５９１，５１１

2 国 庫 補 助 金 １，０８１，７８６

3 委 託 金 ９，８２６

16 県 支 出 金 １，１４３，４６７

1 県 負 担 金 ６５９，３９６

2 県 補 助 金 ３８０，７７３

3 委 託 金 １０３，２９８

17 財 産 収 入 １２７，５００

1 財 産 運 用 収 入 ７６，７２８

2 財 産 売 払 収 入 ５０，７７２

18 寄 附 金 ４０４，１１０

1 寄 附 金 ４０４，１１０

19 繰 入 金 １，９２１，９００

1 基 金 繰 入 金 １，８７５，１６９

2 財 産 区 繰 入 金 ４６，７３１

20 繰 越 金 １００，０００

1 繰 越 金 １００，０００

21 諸 収 入 １，１８４，０００

1 延滞金、加算金及び過料 ４，００３

2 市 預 金 利 子 １

3 貸 付 金 元 利 収 入 １０３，１００

4 雑 入 ３４８，７９４
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(単位：千円)

款 項 金　　額

5 受 託 事 業 収 入 ７２８，１０２

22 市 債 １，９８７，２００

1 市 債 １，９８７，２００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２０，７９０，０００
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 議 会 費 １７３，０００

1 議 会 費 １７３，０００

2 総 務 費 ２，０３９，０００

1 総 務 管 理 費 １，６１９，０１９

2 徴 税 費 ２０９，９０６

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 １４４，４５０

4 選 挙 費 ３５，７８０

5 統 計 調 査 費 ２３，５３０

6 監 査 委 員 費 ６，３１５

3 民 生 費 ６，３５４，０００

1 社 会 福 祉 費 ３，２０７，４３０

2 児 童 福 祉 費 ２，９２８，３７０

3 生 活 保 護 費 ２１７，７００

4 災 害 救 助 費 ５００

4 衛 生 費 ２，５９０，０００

1 保 健 衛 生 費 １，０８９，６０３

2 清 掃 費 １，３９１，７２０

3 環 境 費 １０８，６７７

5 労 働 費 １６，３００

1 労 働 諸 費 １６，３００

6 農 林 水 産 業 費 ３２５，０００

1 農 業 費 ２３８，８５５

2 林 業 費 ８６，１４５

7 商 工 費 ５３８，０００

1 商 工 費 ５３８，０００

8 土 木 費 ２，９２０，０００

1 土 木 管 理 費 ５４，３６０

2 道 路 橋 梁 費 ７０３，６１０

3 河 川 費 ３８０，６７４

4 都 市 計 画 費 １，７０６，５５６

5 住 宅 費 ７４，８００
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(単位：千円)

款 項 金　　額

9 消 防 費 １，６７８，０００

1 消 防 費 １，６７８，０００

10 教 育 費 ２，１０３，０００

1 教 育 総 務 費 ２７２，８２２

2 小 学 校 費 ５４０，２２８

3 中 学 校 費 ２３４，４５２

4 幼 稚 園 費 ４３１

5 社 会 教 育 費 ５０６，４８７

6 保 健 体 育 費 ５４８，５８０

11 公 債 費 １，３９２，０００

1 公 債 費 １，３９２，０００

12 諸 支 出 金 ６４１，７００

1 公 営 企 業 費 ６４１，７００

13 予 備 費 ２０，０００

1 予 備 費 ２０，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２０，７９０，０００
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

第 四 次 Ｌ Ｇ Ｗ Ａ Ｎ 回 線 使 用 料 令 和 ８ 年 度 ２００

第四次ＬＧＷＡＮ接続ルーター借上料 令 和 ８ 年 度 １００

高 齢 者 福 祉 計 画 ・ 介 護 保 険
事 業 計 画 策 定 業 務 委 託 料

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

５,０００

こ ど も 園 給 食 調 理 業 務 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

３３０,０００

予 防 接 種 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

７４,３７０

が ん 検 診 等 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

３０,６５８

塵 芥 収 集 車 購 入 費
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

９,７００

企 業 立 地 奨 励 金
（ 令 和 ７ 年 度 指 定 業 者 分 ）

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 １ ３ 年 度 ま で

瑞 浪 市 企 業 立 地 の 促 進
及 び 雇 用 の 拡 大 に 関 す る
条 例 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 額

空 き 店 舗 賃 貸 借 促 進 奨 励 金
（ 令 和 ７ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

３００

瑞浪駅周辺再開発事業（駅北地区）
設 計 ・ 工 事 監 理 業 務 委 託 料

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ０ 年 度 ま で

２４８,９００

瑞浪駅周辺再開発事業（駅北地区）
管 理 運 営 業 務 委 託 料

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ２ ０ 年 度 ま で

２,０６２,４００

加 知 奨 学 金
（ 令 和 ７ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ２ 年 度 ま で

１８,０００

奨 学 金
（ 令 和 ７ 年 度 決 定 分 ）

令 和 ８ 年 度 か ら
令 和 １ ２ 年 度 ま で

５,４００

事 項
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第 ３ 表　　地　方　債

（単位：千円）

起債の方法

57,000

25,000

11,500

12,000

336,600

13,900

12,300

100,000

29,200

68,000

72,000 普通貸借

14,500 又　 　は

8,800 証券発行

3,000

350,000

118,800

210,200

6,000

9,300

277,200

19,500

147,200

85,200

政府資金につ

い て は 、 そ の

融資条件によ

り、銀行その他

の場合には借

入先と協定し、

その条件に従

うものとする。

た だ し 、 市 財

政の都合によ

り据置期間及

び償還期限を

短縮し、もしく

は繰上償還又

は低利に借換

することができ

る。

日 吉 公 民 館 施 設 改 修 事 業

瑞浪駅周辺再開発事業（駅北地区）

消 防 ポ ン プ 自 動 車 等 更 新 事 業

混 合 焼 却 施 設 設 備 改 修 事 業

道 路 側 溝 等 緊 急 対 策 事 業

南 垣 外 北 野 線 道 路 改 良 事 業

県 単 事 業 負 担 事 業

年３．０ ％

以　　 内

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金 及 び 地

方 公 共 団

体 金 融 機

構 資 金 に

ついて、利

率見直しを

行った後に

おいては、

当該見直し

後の利率）

土 岐 小 学 校 改 修 事 業

市 道 等 長 寿 命 化 事 業

道路メンテナンス事業補助金事業

県営急傾斜地崩壊対策負担事業

普 通 河 川 緊 急 浚 渫 推 進 事 業

普 通 河 川 緊 急 対 策 事 業

地 域 交 流 セ ン タ ー 改 修 事 業

市 営 住 宅 長 寿 命 化 事 業

市 営 住 宅 用 途 廃 止 事 業

消 防 指 令 セ ン タ ー 共 同 運用 事業

起　  債　  の　  目　  的 限　　度　　額 利 率

斎 場 設 備 整 備 事 業

県 営 事 業 負 担 金 事 業
（ 県 営 た め 池 等 整 備 事 業 ）

償 還 の 方 法

一 般 会 計 出 資 債

市 民 福 祉 セ ン タ ー 改 修 事 業

老 人 憩 い の 家 施 設 整 備 事 業

塵 芥 収 集 車 等 購 入 事 業
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議第３３号  
 

令和７年度瑞浪市後期高齢者医療事業特別会計予算  
 
 令和７年度瑞浪市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  
 （歳入歳出予算）  
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６９７，０００千円と定

める。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５０，０００千円と定める。  
 

令和７年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５２２，３００

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ５２２，３００

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ３

1 手 数 料 ３

3 繰 入 金 １７４，０４７

1 一 般 会 計 繰 入 金 １７４，０４７

4 繰 越 金 １００

1 繰 越 金 １００

5 諸 収 入 ５５０

1 延滞金、加算金及び過料 ４０

2 雑 入 ５１０

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ６９７，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 １７，６２３

1 総 務 管 理 費 １３，２３１

2 徴 収 費 ４，３９２

2
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

６７８，３６７

1
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

６７８，３６７

3 諸 支 出 金 ５１０

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ５１０

4 予 備 費 ５００

1 予 備 費 ５００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ６９７，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算

-84-



第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

８９

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

１,４００

事 項
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議第３４号  
 

令和７年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計予算  
 
 令和７年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  
 （歳入歳出予算）  
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，４７８，０００千円

と定める。  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５０，０００千円と定める。  
（歳出予算の流用）  

第４条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
 （１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 

令和７年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 国 民 健 康 保 険 料 ６５１，０００

1 一般被保険者国民健康保険料 ６５１，０００

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ３０

1 手 数 料 ３０

3 県 支 出 金 ２，４８７，８０３

1 県 補 助 金 ２，４８７，８０３

4 財 産 収 入 １７０

1 財 産 運 用 収 入 １７０

5 繰 入 金 ３３２，２００

1 一 般 会 計 繰 入 金 ２９７，２００

2 基 金 繰 入 金 ３５，０００

6 繰 越 金 ４，０００

1 繰 越 金 ４，０００

7 諸 収 入 ２，７９７

1 雑 入 ２，７９７

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３，４７８，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 ７７，１１４

1 総 務 管 理 費 ７７，１１４

2 保 険 給 付 費 ２，４３６，６０５

1 療 養 諸 費 ２，１０９，８００

2 高 額 療 養 費 ３１３，６００

3 移 送 費 ５０

4 任 意 給 付 費 １３，１５５

3 国民健康保険事業費納付金 ９２２，９６５

1 医 療 給 付 費 分 ６４３，９７４

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 ２１４，４８０

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(単位：千円)

款 項 金　　額

3 介 護 納 付 金 分 ６４，５１１

4 保 健 事 業 費 ３２，１４６

1 保 健 事 業 費 ５，７４９

2 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ２６，３９７

5 基 金 積 立 金 １７０

1 基 金 積 立 金 １７０

6 諸 支 出 金 ４，０００

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ４，０００

7 予 備 費 ５，０００

1 予 備 費 ５，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３，４７８，０００
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

１３６

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

１２,７７９

国 保 デ ー タ ベ ー ス
シ ス テ ム 保 守 委 託 料

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

４００

医 科 ・ 歯 科 レ セ プ ト
点 検 委 託 料

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

４,０００

事 項
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議第３５号  
 

令和７年度瑞浪市介護保険事業特別会計予算 
 
 令和７年度瑞浪市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算）  
第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，７４８，５００千円

と定める。  
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、５０，０００千円と定める。  
（歳出予算の流用）  

第４条 法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  
 （１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 
 
  令和７年２月２７日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 保 険 料 ７４１，２５１

1 介 護 保 険 料 ７４１，２５１

2 使 用 料 及 び 手 数 料 １８

1 手 数 料 １８

3 国 庫 支 出 金 ８７５，１８２

1 国 庫 負 担 金 ６２７，２８０

2 国 庫 補 助 金 ２４７，９０２

4 支 払 基 金 交 付 金 ９６３，４９７

1 支 払 基 金 交 付 金 ９６３，４９７

5 県 支 出 金 ５１９，２３９

1 県 負 担 金 ４９２，８６３

2 県 補 助 金 ２６，３７６

6 財 産 収 入 ３４５

1 財 産 運 用 収 入 ３４５

7 繰 入 金 ６４４，２９０

1 一 般 会 計 繰 入 金 ６００，８１８

2 基 金 繰 入 金 ４３，４７２

8 繰 越 金 ４，５５０

1 繰 越 金 ４，５５０

9 諸 収 入 １２８

1 延滞金、加算金及び 過料 １０

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 １０８

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３，７４８，５００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 総 務 費 １１２，６２５

1 総 務 管 理 費 ５４，７２９

2 徴 収 費 ７，８１８

3 介 護 認 定 審 査 会 費 ４９，８１２

4 趣 旨 普 及 費 ２６６

2 保 険 給 付 費 ３，４４６，６００

1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 ３，２１１，７００

2 介護予防サービス等 諸費 ９２，４００

3 そ の 他 諸 費 ３，０００

4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 ６７，２００

5 特定入所者介護サービス等費 ６０，２００

6
高 額 医 療 合 算
介 護 サ ー ビ ス 等 費

１２，１００

3 基 金 積 立 金 ３４５

1 基 金 積 立 金 ３４５

4 地 域 支 援 事 業 費 １８３，３８０

1
介 護 予 防 ・ 生 活 支 援
サ ー ビ ス 事 業 費

１１５，７５０

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ５，７８４

3 包括的支援事業・任意事業費 ６１，４７３

4 そ の 他 諸 費 ３７３

5 諸 支 出 金 ４，５５０

1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ４，５５０

6 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３，７４８，５００
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

１７２

介 護 保 険 料 仮 算 定 納 入
通 知 書 等 印 刷 製 本 費

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

９００

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

２,１７５

認 定 調 査 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

３,２００

訪 問 型 サ ー ビ ス Ａ 業 務 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

６００

介 護 予 防 教 室 等 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

１,０００

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー
出 前 講 座 等 委 託 料

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

２,０００

歯 科 医 師 出 務 委 託 料
（ 高 齢 者 介 護 予 防 ）

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

７００

理 学 療 法 士 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

２００

さ さ エ ー ル ポ イ ン ト 事 業 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

１,０００

生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー
業 務 委 託 料

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

４,０００

配 食 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

５,０００

在宅歯科医療連携窓口設置委託料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

２５０

事 項
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議第３６号  
 

令和７年度瑞浪市駐車場事業特別会計予算 
 
 令和７年度瑞浪市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 
 （歳入歳出予算）  
第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３５，０００千円と定め

る。 
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入

歳出予算」による。  
（債務負担行為）  

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２

１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及

び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。  
（一時借入金）  

第３条 法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、１０，０００千円と定める。  
 

令和７年２月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 使 用 料 及 び 手 数 料 ３４，４７０

1 使 用 料 ３４，４７０

2 財 産 収 入 ３０

1 財 産 運 用 収 入 ３０

3 繰 越 金 ５００

1 繰 越 金 ５００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３５，０００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 金　　額

1 駐 車 場 事 業 費 ２２，９４８

1 駐 車 場 管 理 費 ２２，９４８

2 公 債 費 １１，０２２

1 公 債 費 １１，０２２

3 基 金 積 立 金 ５３０

1 基 金 積 立 金 ５３０

4 予 備 費 ５００

1 予 備 費 ５００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３５，０００

第１表　歳 入 歳 出 予 算
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

期 間 限 度 額

指 定 物 品 等 購 入 費
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

７

駐 車 場 キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 手 数 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

５００

駐 車 場 清 掃 業 務 委 託 料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

３６０

駐車場使用料集金収納業務委託料
令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

３５０

駐 車 場 管 理 機 器
保 守 点 検 業 務 委 託 料

令 和 ７ 年 度 か ら
令 和 ８ 年 度 ま で

２,４００

事 項
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議第３７号 

 

令和７年度瑞浪市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度瑞浪市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）給水件数                   １５，４００件 

（２）年間総配水量              ４，３６０，０００㎥ 

（３）一日平均配水量                １１，９４５㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

ア 水道総合地震対策事業           １００，０００千円 

イ 配水設備改良事業             ４４８，６２０千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 

第１款 水道事業収益            １，１４１，０００千円 

第１項 営業収益               ８９３，１２０千円 

第２項 営業外収益              ２４７，８８０千円 

支      出 

第１款 水道事業費用            １，１３３，０００千円 

  第１項 営業費用             １，１０５，７２１千円 

  第２項 営業外費用               ２３，１６９千円 

  第３項 特別損失                   １１０千円 

  第４項 予備費                  ４，０００千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額２３４，０００千円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額４０，４８６千円、過年度分損益勘定

留保資金１９３，５１４千円で補填するものとする。）。 
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収      入 

 第１款 資本的収入               ５０３，０００千円 

第１項 企業債                ２９９，６００千円 

第２項 工事負担金               ５７，５００千円 

第３項 分担金                 ２０，３８４千円

第４項 出資金                 ９９，８５０千円 

第５項 補助金                 ２５，６６６千円 

支      出 

第１款 資本的支出               ７３７，０００千円 

  第１項 建設改良費              ５５６，７４５千円 

  第２項 企業債償還金             １８０，２５５千円 

 （継続費） 

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

                           （単位：千円） 

款 項 事業名 総  額 年 度 年 割 額 

１ 

資本的 

支 出 

１ 

建 設 

改良費 

配 水 

設 備 

改良費 

２１９，０００ 

令和７年度 １３１，４００ 

令和８年度 ８７，６００ 

（債務負担行為） 

第６条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

       （単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

指 定 物 品 等 購 入 費 
令和７年度から 

令和８年度まで 
７７ 

検 針 業 務 委 託 料 
令和７年度から 

 令和８年度まで 
１４，０００ 
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水 質 検 査 等 委 託 料 
令和７年度から 

令和８年度まで 
８，０００ 

水 質 検 査 モ ニ タ ー 委 託 料 
令和７年度から 

令和８年度まで 
１，０００ 

ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル 

シ ス テ ム 保 守 委 託 料 

令和７年度から 

令和８年度まで 
３００ 

ハ ン デ ィ タ ー ミ ナ ル 

機 器 保 守 委 託 料 

令和７年度から 

令和８年度まで 
４００ 

上 下 水 道 総 合 管 理 

シ ス テ ム 保 守 委 託 料 

令和７年度から 

令和８年度まで 
５００ 

平山水道併用施設管理委託料 
令和７年度から 

令和８年度まで 

恵那市内併用施設の管
理 に 要 し た 
経 費 に 負 担 割 合 
を 乗 じ た 額 

仮 設 配 管 賃 借 料 
令和７年度から 

令和８年度まで 
６００ 

 （企業債） 

第７条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

       （単位：千円） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

水 道 事 業 299,600 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

年３．０%以内 

（ただし、利率見 

直し方式で借り入 

れる政府資金及び 

地方公共団体金融 

機構資金について、

利率見直しを行っ 

た後においては、 

当該見直し後の利

率） 

政府資金について

は、その融資条件

により、銀行その

他の場合には借入

先と協定し、その

条件に従うものと

する。ただし、企

業財政の都合によ

り据置期間及び償

還期限を短縮し、

もしくは繰上償還

又は低利に借換す

ることができる。 

 （一時借入金） 

第８条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条 予定支出の各項の経費の金額の流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 
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（１） 収益的支出 第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用、第２

項営業外費用及び第３項特別損失に係る項間の流用 

（２） 資本的支出 第１款資本的支出のうち、第１項建設改良費及び第 

２項企業債償還金に係る項間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

 （１） 職員給与費                ５０，０４５千円 

（他会計からの補助金） 

第１１条 政策的事由による水道拡張事業経費等負担のため、一般会計から

この会計へ補助を受ける金額は、９９，６５０千円である。 

（たな卸資産購入限度額） 

第１２条 たな卸資産の購入限度額は、３００千円と定める。 

 

  令和７年２月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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議第３８号 

 

   令和７年度瑞浪市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度瑞浪市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１） 処理区域内水洗化人口            ２４，５００人 

（２） 年間総処理水量            ３，９１９，０００㎥ 

（３） 一日平均処理水量              １０，７３７㎥ 

（４） 主要な建設改良事業 

ア 公共下水道管渠布設事業           ７２，８８０千円 

イ 公共下水道管渠長寿命化事業         ３０，０００千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 

 第１款 下水道事業収益           １，１９３，１００千円 

  第１項 営業収益               ５４４，０８３千円 

  第２項 営業外収益              ６４９，０１７千円 

支      出 

 第１款 下水道事業費用           １，１８６，２００千円 

  第１項 営業費用             １，１１０，３８８千円 

  第２項 営業外費用               ７３，６４７千円 

  第３項 特別損失                   １６５千円 

  第４項 予備費                  ２，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入

額が資本的支出額に対し不足する額２９９，５００千円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額７，２２７千円、過年度分損益勘定留
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保資金１２１，８２８千円及び当年度分損益勘定留保資金１７０，４４５

千円で補填するものとする。）。 

収      入 

 第１款 資本的収入               ２６０，０００千円 

  第１項 企業債                 ６４，８００千円 

  第２項 負担金                 １４，２００千円 

  第３項 出資金                １５６，０００千円 

  第４項 補助金                 ２５，０００千円 

支      出 

 第１款 資本的支出               ５５９，５００千円 

  第１項 建設改良費              １２５，５２１千円 

  第２項 企業債償還金             ４３３，９７９千円 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと

おりと定める。 

（単位：千円）   

事  項 期  間 限 度 額 

指 定 物 品 等 購 入 費 
令和７年度から 
令和８年度まで １１７ 

水洗便所等改造資金利子補給 
（ 令 和 ８ 年 度 分 ） 

令和７年度から 
令和１３年度まで １４６ 

上 下 水 道 総 合 管 理 
シ ス テ ム 保 守 委 託 料 

令和７年度から 
令和８年度まで ５００ 

マ ン ホ ー ル ポ ン プ 
点 検 ・ 清 掃 業 務 委 託 料 

令和７年度から 
令和８年度まで ６，５００ 

脱 水 ケ ー キ 処 理 業 務 委 託 料 
令和７年度から 
令和８年度まで 

６８，０００ 

薬 品 購 入 費 
令和７年度から 
令和８年度まで 

２４，０００ 

測 定 検 査 業 務 委 託 料 
令和７年度から 
令和８年度まで 

１，８００ 

大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 
維 持 管 理 業 務 委 託 料 

令和７年度から 
令和８年度まで 

４，５００ 

大 湫 ク リ ー ン セ ン タ ー 
汚 泥 引 抜 業 務 委 託 料 

令和７年度から 
令和８年度まで 

９６０ 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと

おりと定める。 

（単位：千円）  

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

下 水 道 事 業 64,800 

普通貸借 

又  は 

証券発行 

年３．０%以内 

（ただし、利率見 

直し方式で借り入 

れる政府資金及び 

地方公共団体金融 

機構資金について、

利率見直しを行っ 

た後においては、 

当該見直し後の利

率） 

政府資金について

は、その融資条件

により、銀行その

他の場合には借入

先と協定し、その

条件に従うものと

する。ただし、企

業財政の都合によ

り据置期間及び償

還期限を短縮し、

もしくは繰上償還

又は低利に借換す

ることができる。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額の流用することができる場合は、次の

とおりと定める。 

 （１） 収益的支出 第１款下水道事業費用のうち、第１項営業費用、第

２項営業外費用及び第３項特別損失に係る項間の流用 

 （２） 資本的支出 第１款資本的支出のうち、第１項建設改良費及び第

２項企業債償還金に係る項間の流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

 （１） 職員給与費               １１６，４９２千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、１７，５２８千円である。 
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令和７年２月２７日 提出 

 

 瑞浪市長 水 野 光 二    
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